
食料安全保障の不安への緊急対応についての閣僚宣言のポイント 

１． 前文 

• 農産品貿易の混乱が特に LDC 及び NFIDC に影響を与えている。

• 食料、農産物、肥料等農業資材に係る価格上昇、貿易規制、燃料・

運送費のコスト上昇が食料安全保障に影響を与えることを懸念。

• 途上国における小規模農家を考慮しつつ、公正で市場指向型の農

業貿易、飢餓の終結、食料安全保障と栄養改善の達成、持続可能

な農業・食料システムの推進等を進展させる。

２． 本文 

• 国内生産と並んで、貿易は世界の食料安全保障の改善のために非

常に重要な役割を有する。

• 食料品、農産品、肥料その他の投入財のための世界市場の機能及

び長期的持続力向上に取り組む。その際、特に LDC や NFIDC の

ニーズを考慮する。

• WTO ルールに則さない輸出規制を実施しない。

• 食料安全保障上の緊急対応については、WTO ルールに則り、貿易

歪曲性を最小化し、一時的で、対象が明確で、透明性があるものと

する。 

• LDC 及び NFIDC に考慮した作業プログラムを農業委員会において

策定する。 

• 適切な食料備蓄の国内食料安全保障への貢献を認識しつつ、余剰

備蓄がある場合は WTO ルールに従って国際市場に放出することを

推進。 

• WTO 通報義務の遵守、農業市場に影響を与える政策の情報を迅

速に共有する。事務局に対し農産品市場の動向に関する最新情報

の提供を求める。


